
【東京都における同行援護従業者（ヘルパー）要件確認フローチャート】
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視覚障害者・児の
福祉に関する事業
に直接処遇職員と
して１年以上従事
した経験がある

①介護福祉士、居宅介
護職員初任者研修課
程修了者等
②視覚障害者外出介
護従業者養成研修の
修了者 （別紙１）

同行援護従業者
養成研修一般課
程を修了している

国立障害者リハビ
リテーション学院視
覚障害学科を修了
している

同行援護の従業者として勤務することができません。
同行援護従業者（ヘルパー）として勤務するためには、同行援護
従業者養成研修一般課程を受講する必要があります。（別紙１参
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②については（旧）視覚障害者外出介護従
業者養成研修及びそれに相当する研修を含
む。
東京都では、（ア）「東京都重度視覚障害者
ガイドヘルパー養成研修」（平成１０年度～１
４年度）
（イ）「東京都視覚障害者移動介護従業者養

※１
同行援護従業者養成研修一般課程に相
当すると都知事が認めた下記研修を含
む。なお、下記研修課程については、平
成２３年９月３０日において研修課程を修
了した者、及び同日において受講中の
者が修了した場合のみ対象となる。（別
紙２）

ア 都が指定した事業者が実施する視
覚障害者移動支援従業者養成研修（平
成１９年度以降開講）

イ 都内区市町村が実施する視覚障害
者移動支援従業者養成研修

ウ 当該養成研修を実施した区域の道
府県において、「それに相当すると知事
が認めた研修」とされている研修

エ 視覚障害者移動支援事業従業者資
質向上研修（障害者自立支援対策臨時
特例交付金に基づく基金事業）（平成２０
年度以降開講）
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